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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１又は複数の用量の添加物を放出するための多重添加装置であり、
　該多重添加装置は、
　チューブ（２）をそれぞれ収容する多数の貫通開口（１０）を有するマガジンを備え、
前記チューブ（２）は、両端が開口し、それぞれ添加物の１用量が含まれており、前記貫
通開口（１０）及び前記チューブ（２）は、前記マガジン（１）の対向する両端部の間で
軸方向に延びており、
　前記チューブ（２）は、それぞれ前記貫通開口（１０）の内側を軸方向に移動可能に配
置された装置であって、
　前記マガジン（１）の対向する両端部には、上部箔（３）と下部箔（４）が接着されて
配置され、前記チューブ（２）の端部は、それぞれ前記上部箔（３）又は前記下部箔（４
）に接するか又は隣接して配置され、
　前記多重添加装置は、さらに作動部（５，２４）を備え、
　前記チューブ（２）は、それぞれ前記下部箔（４）を貫通する尖った下端（１４）を備
え、
　前記作動部（５,２４）は前記上部箔（３）を破断する手段を有し、
　前記作動部（５，２４）は、押しボタン（６，２６）を有し、該押しボタン（６，２６
）は、それぞれ１つのチューブ（２）の軸方向位置を制御するよう配置され、
　前記押しボタン（６，２６）は、それぞれ上部箔（３）を貫通するための尖った下端（
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１５）を有し、
　前記押しボタン（６，２６）は、それぞれ前記マガジン１の前記チューブ（２）を、非
作動位置から作動位置へ移動させて、前記チューブ（２）内の添加物の用量を放出するよ
う配置されており、
　前記押しボタン（２６）は、前記チューブ（２）内の添加物の用量を全て放出するまで
、それぞれ対応するチューブ（２）内での移動を継続することができるように構成された
、ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記チューブ（２）は、それぞれ対応する前記貫通開口（１０）の下端に、縁（２３）
と協働する外側ストップリング（２２）を有しており、これにより前記チューブ（２）の
作動位置が規定される、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記押しボタン（６，２６）は、前記作動部（５，２４）の貫通開口に配置されており
、
　前記押しボタン（６，２６）は、非作動位置において前記作動部（５，２４）から上方
に突出しており、
　前記作動部（５，２４）が前記マガジンに取り付けられたとき、及び前記押しボタン（
６）が非作動位置にあるときに、前記押しボタン（６，２６）のそれぞれの前記尖った下
端（１５）は、前記上部箔（３）に接するか又は隣接する、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記貫通開口（１０）それぞれの上端は、前記貫通開口（１０）の他の部分よりも小さ
い直径を有し、
　前記チューブ（２）それぞれの上端は、非作動位置で、前記貫通開口（１０）の上端に
圧入されており、
　前記チューブ（２）の上端が、前記押しボタン（６，２６）によって、作動位置にある
前記貫通開口（１０）の上端から押し出され、それによって前記チューブ（２）の上端が
外側に撓む、請求項２に記載の装置。
【請求項５】
　前記上部箔及び下部箔（３，４）は、それぞれ前記押しボタン（６）及び前記チューブ
（２）による貫通を容易にする脆弱性を有しており、
　前記上部箔及び下部箔（３，４）は、前記マガジン（１）の中実部（１６）の対向する
両端部にそれぞれ接着されている、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記マガジン（１）は、該マガジン（１）をアダプタ（１７）に接続する手段を有する
とともに、
　前記アダプタ（１７）は容器に取り付けられる、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記マガジン（１）と前記アダプタ（１７）は、協働する溝（１２）と突出部とによっ
て互いに接続されている、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記作動部（５，２４）は、該作動部（５，２４）及び前記マガジン（１）にそれぞれ
設けられた協働する隆起部（１１，１３）により、前記マガジン（１）に保持されている
、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　乳児用調製粉乳に使用される、請求項１～８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
　作動部が自動抽出機で形成された、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　さらなる貫通開口が、流体の搬送のためにマガジン（１）内に配置されている、請求項
１～１０のいずれか１項に記載の装置。
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【請求項１２】
　流体を搬送するため、前記さらなる貫通開口の内部にパイプが設置された、請求項１１
に記載の装置。
【請求項１３】
　１又は複数のチューブ（２）の下端にふるいを設けた、請求項１０ないし１２のいずれ
か１項に記載の装置。
【請求項１４】
　請求項１ないし１３のいずれか１項に記載の多重添加装置のマガジン（１）であって、
　該マガジン（１）は、チューブ（２）をそれぞれ収容する多数の貫通開口（１０）を有
し、前記チューブ（２）は、両端が開口し、それぞれ添加物の１用量が含まれており、前
記貫通開口（１０）及び前記チューブ（２）は、マガジン（１）の対向する両端部の間で
軸方向に伸びており、
　前記チューブ（２）は、それぞれ前記貫通開口（１０）の内側を軸方向に移動可能に配
置され、
　前記マガジン（１）の対向する両端部には、上部箔（３）と下部箔（４）が接着されて
配置され、前記チューブ（２）の端部は、それぞれ前記上部箔（３）又は前記下部箔（４
）に接するか又は隣接して配置されたことを特徴とするマガジン。
【請求項１５】
　チューブを保持しない、さらなる貫通開口を有する、請求項１４に記載のマガジン。
【請求項１６】
　該マガジン（１）は、外面に保護層を有するプラスチック材料で作られており、
　該保護層は、プラスチック層、又はアルミニウム層などの金属層である、請求項１４又
は１５に記載のマガジン。
【請求項１７】
　該マガジン（１）が、内側に保護層を有する厚紙で作られている、請求項１４ないし１
６のいずれか１項に記載のマガジン。
【請求項１８】
　前記チューブ（２）がそれぞれメタライズ加工されている、請求項１４ないし１７のい
ずれか１項に記載のマガジン。
【請求項１９】
　上部保護カバー（８）及び下部保護カバー（９）を備えるとともに、
　該上部保護カバー（８）及び下部保護カバー（９）は、マガジン（１）の使用前に取り
除かれるように配置されている、請求項１４ないし１８のいずれか１項に記載のマガジン
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、添加物を流体に混合するのに用いる、多重添加装置及びマガジンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　多重添加装置は、粉乳、特に乳児用調整粉乳のために開発されたが、例えば、流体に混
合される、コーヒー、紅茶、チョコレート、薬、ビタミン等、粉乳以外の粉体状添加物又
はペレット状添加物にも用いることが可能となった。このように、本発明は、概して、飲
用する前に添加物を流体に混合するための装置に関する。
【０００３】
　多くの添加物においては、その使用前は、密封状態で保存されることが重要である。添
加物がもし使用前に濡れてしまうと使用不能となるかもしれない。
　今日、例えば、缶から計量された量の乳児用調整粉乳を取り出すことが一般的である。
この計量は、しばしば人手によってなされるから、面倒であり、また、常に正確ではない
。さらに、缶に残された乳児用調整粉乳は、周囲空気への暴露により、品質が劣化するお
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それがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の観点から、本発明の一つの目的は、未使用の添加物が劣化するのを防止すると同
時に、添加物の正確な量を計量し、搬送することを容易にすることである。
【０００５】
　本発明の一つの態様によれば、１又は複数の用量（one or more doses）の粉末又は添
加物を放出するための多重添加装置が提供される。この装置は、チューブをそれぞれ収容
する多数の貫通開口を有するマガジンを備える。各チューブには添加物の１用量が含まれ
ている。貫通開口及びチューブは、マガジンの対向する両端部の間で軸方向に延びている
。チューブは、それぞれの貫通開口の内側で軸方向に移動可能に配置される。この装置は
、さらに、押しボタンを有する作動部を備える。押しボタンは、それぞれ１本のチューブ
の軸方向位置を制御するために配置される。
【０００６】
　本発明のさらなる態様は、同じタイプのマガジンが、多くの異なる添加物に対して、添
加物のコンシステンシー（粘稠度）に関わらず、使用可能であるべきであるということで
ある。１又はいくつかのマガジンの種類を備えることによって、マガジンの取り扱いは容
易となる。これは、製造、充填等にも当てはまる。
【０００７】
　本発明は、主として調整粉乳との関連で記述されているが、他の添加物についても、消
費前に流体と混合する目的で本発明を使用できることは、当業者なら理解するであろう。
　１つの実施形態では、このマガジンは、マガジンを受け入れるようにされたコーヒー製
造機のような自動抽出機にも設置できる。コーヒーの強度は、コーヒーの放出のために選
択されたチューブの数によって調整することができる。
　本発明のさらなる目的及び利点は、下記の詳細な説明を読めば当業者にとって明らかで
あろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本発明について、さらに、例を示すとともに、添付の図面を参照しつつ説明する。
【図１】本発明に係るマガジンの斜視図である。
【図２】図１のマガジンの分解図である。
【図３】図１及び図２のマガジンを含む多重添加装置の斜視図である。
【図４】図３の多重添加装置の、拡大部を含む切断斜視図である。
【図５】図３及び図４の多重添加装置に取り付けられたアダプタの一部切断斜視図である
。
【図６】他の多重添加装置の斜視図である。
【図７】他の多重添加装置の斜視図である。
【図８】多重添加装置を用いたコーヒー製造機の一部切断斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　この説明で使用されるように、「上方」、「下方」、「軸方向」、「半径方向」との表
現や関連する表現は、各図面に示されるような装置、及び、通常の使用状態での装置の位
置に関するものである。
【００１０】
　多重添加装置は、両端が開口した複数のチューブ２を収容するマガジン１と、該マガジ
ン１の一方の側に配置された作動部５とを有する。
　マガジン１は、円筒形状を有し、多数の貫通開口１０を有する。該貫通開口１０は、マ
ガジン１の対向する両端部の間で軸方向に延びている。上部箔３及び下部箔４は、マガジ
ン１の対向する両端部に設けられ、各貫通開口１０の両端を覆っている。
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【００１１】
　チューブ２は、それぞれ貫通開口１０内に配置されている。該チューブ２は、チューブ
２を収容するそれぞれの貫通開口１０の内側で軸方向に移動可能に配置されている。各チ
ューブ２は、非作動の上方位置と、作動状態の下方位置との間で、移動可能である。各チ
ューブ２は、尖った下端１４を有しており、該尖った下端１４は、チューブの下端がチュ
ーブの一方の側から直径方向にチューブ２の反対側に向かって傾斜することによって形成
されている。各チューブ２の端部は、それぞれ、上部、下部箔３，４に接するか、又は、
上部、下部箔３，４に隣接して設けられる。いくつかの実施形態では、マガジン1の貫通
開口１０の１つにチューブがない。しばしば、チューブを有しない貫通開口１０は、中央
の貫通開口１０であり、このようなチューブを有しない貫通開口１０は、流体搬送のため
に使用され得る。チューブ２は、粉乳のような添加物で満たされている。さらに、マガジ
ン１の対向する両端部には、上部保護カバー８と下部保護カバー９が配置されている。通
常は、マガジン１内にチューブ２が設置されることによって、添加物がチューブ２内へ充
填される。
【００１２】
　作動部５は、多数の押しボタン６を有する。作動部５及び押しボタン６の機能は、以下
でさらに説明する。保護カバー３０は、押しボタン６を覆う作動部５上に配置される。マ
ガジン１の内部に収容されるチューブ２の数は、特定の使用目的及び適切な用量に基づい
て変更できることは、当業者なら理解するであろう。
【００１３】
　マガジン１のチューブ２及び対応する貫通開口１０は、円形の断面を有するように示さ
れている。しかし、チューブ及び対応する貫通開口が、楕円形、ハニカム又は他の多角形
のような他の断面形状を有してもよいことは、当業者なら理解するであろう。また、マガ
ジン１は、円筒状以外の形状を有していてもよい。
【００１４】
　１つの実施形態では、マガジン１は、プラスチック材料で形成され、マガジン１の外側
表面にシール材料が設けられており、そのシール材料が、上部、下部箔３，４が接着され
ている。シール材料としては、プラスチック材料又はアルミニウム等の金属材料の箔を用
いてもよい。他の実施形態では、マガジン１は、その外壁にインモールド成形（inmoulde
d）によってシール材料を形成してもよい。別の実施形態では、各チューブ２は、シール
効果を有するように、メタライズ加工（metallised）を行う。さらなる実施形態では、マ
ガジン１は、内部に（on the inside）シール材料を有する厚紙からなる。
【００１５】
　作動部５は、リング形状を有する。押しボタン６は、作動部５の貫通開口に受け入れら
れ、非作動位置では作動部５の上端から突き出ている。押しボタン６は、上端にディスク
２１を有する。ディスク２１の外径は、押しボタン６を受け入れる作動部５の貫通開口の
内径を超える。各押しボタン６の作動位置において、押しボタン６のディスク２１は、作
動部５の上方表面に接する。各押しボタン６は、マガジン１内の単一のチューブ２に作用
するものである。このように、押しボタン６は、マガジン１内のチューブ２の位置に対応
する位置が与えられる。各押しボタン６は、尖った下端１５を有する。非作動位置では、
押しボタン６の尖った下端１５は、上部箔３に接するか又は隣接する。作動部５は、マガ
ジン１の一端で押し下げられ、マガジン１と作動部５にそれぞれ協働する隆起部１１，１
３によって配置され保持される。別の実施形態では、作動部は、協働するねじ山（co-ope
rating threads）によってマガジンに組み付けられる。
【００１６】
　支持体７は、作動部５の中心位置に配置されている。該支持体７は、保護カバー３０が
所定の位置にあるときに、どの押しボタン６によっても望まない作動が起きないよう、保
護カバー３０を支持するものである。いくつかの実施形態では、支持体７は、流体の搬送
のための管の形態を有する。そのような管の形態を有する支持体７は、チューブを有さな
い、マガジン１の貫通開口１０を超える位置に配置される。いくつかの実施形態では、支
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持体は存在せず、流体を搬送するためのパイプが、チューブを有さないマガジン１の貫通
開口１０に直接挿入される。
【００１７】
　作動部５は再使用できる。全てのチューブ２が空になった後、作動部５はマガジン１か
ら取り外され、チューブ２が充填された新しいマガジン１上に設置される。押しボタン６
は、上部箔３に当接した際に非作動位置へ戻される。
【００１８】
　上部及び下部箔３，４は、マガジン１の貫通開口１０の間のマガジン１の中実部（soli
d parts）１６に接着されることで、マガジン１の両端部に接着される。上部及び下部箔
３，４は、接着剤又は溶接によってマガジン１の両端部に接着される。上述したように、
チューブ２の端部は、それぞれ上部及び下部箔３，４に当接し、又は上部及び下部箔３，
４に隣接して配置される。
【００１９】
　１つの実施形態では、マガジン１は、アダプタ１７によってボトル１９に取り付けられ
る。ボトル１９は、哺乳瓶であってもよい。アダプタ１７は、マガジン１の下端にある溝
１２に受け入れられたアダプタ１７の内側突部によってマガジン１に固定される。上述し
た手段以外によっても、アダプタ１７及びマガジン１を組み立てることができることは、
当業者なら理解するであろう。それは、例えば、アダプタ１７の溝に受け入れられたマガ
ジン１の突部によって、又はそれぞれの部分の協働するねじ山（co-operating threads）
によってもよい。図示の実施形態では、アダプタ１７は、アダプタ１７及びボトル１９の
協働するねじ山１８，２０によって、ボトル１９に取り付けられている。ボトル１９のね
じ山２０は、ボトル１９のキャップを受けるために通常使用されるねじ山である。
【００２０】
　使用時には、マガジン１は、１又は複数のチューブ２から添加物を適切な容器に放出す
るよう配置される。例えば、図５に示すようなアダプタを用いる場合、マガジン１をアダ
プタ１７に装着する前に、マガジン１の下部保護カバー９を取り外しておく。マガジン１
をアダプタ１７に装着する前でも後でも、アダプタ１７はボトル１９に取り付けておくこ
とができる。ボトル１９にはマガジン１の添加物を受け取るのに適した流体が供給される
。この流体はしばしば水である。作動部５をマガジン１に取り付ける前に、マガジン１の
上部保護カバー８を取り外す。作動部５がマガジン１に取り付けられた状態で、１又は複
数の突出した押しボタン６が押し下げられると、各押しボタン６の尖った下端１５が上部
箔３を貫通する。１つの実施形態では、上部箔３は尖った下端１５の領域で脆弱であるた
め、上部箔３の貫通は容易となる。この脆弱性は、上部箔３を完全に通過しない溝によっ
ても達成される。溝は円周の一部の形態で設けられていてもよいが、その場合、対応する
押しボタン５の尖った下端１５を受け入れる部分の反対側の円周部分には、溝は設けられ
ていない。また上述したように、マガジン１の中実部１６に接着された上部箔３によって
、貫通は容易になされる。
　上部箔３のいずれかの部分が引き裂かれ、それに続いて添加物が放出され、ボトル１９
の流体に入る危険があるが、円周の部分の形態における脆弱性、及びマガジンの中実部１
６への付着性により、このような危険は最小化される。さらなる実施形態では、上部箔３
にプレテンション（pre-tension）をかけておくことにより、上部箔３は形成された開口
から自動的に除去される。
【００２１】
　押しボタン５が上部箔３を貫通して下方に押されると、該押しボタン６はその下に置か
れたチューブ２を下方に押す。その結果、該チューブ２の尖った下端１４が下部箔４を貫
通する。上述の方法と同様に、脆弱性を与えて貫通が容易となるように、下部箔４は円周
部分の形態による溝を有している。上部箔３と同様に、下部箔４の円周部分の脆弱及びマ
ガジン１の中実部１６への付着、あるいは、下部箔４のプレテンションによって、下部箔
４のいずれかの部分が引き裂かれて、ボトル１９の流体内に添加物が投入される危険は最
小化される。チューブ２の尖った下端１４が下部箔４を貫通すると、該チューブ２内の添
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加物が放出され、アダプタ１７を介してボトル１９内に下降する。
【００２２】
　チューブ２がマガジン１から排出されるのを防止するために、ストップリング２２が、
チューブ２の外面上に配置されており、その位置は、チューブの下端からの距離がチュー
ブ２の望ましい最大移動に対応している。該ストップリング２２は、貫通開口１０の下端
の内側の縁２３に当接して、チューブ２の移動を停止させる。このように、ストップリン
グ２２と、下側の縁２３は協働してチューブ２の作動位置を規定する。ストップリング２
２はチューブ２に固定された別部材であってもよいし、チューブ２上にビードとして形成
されていてもよい。
【００２３】
　図３～５の実施形態において、押しボタン６がそれぞれのチューブ２を通って完全に押
し込まれると、該チューブ２から添加物がしっかり放出される。図４の拡大部分に示すよ
うに、各貫通開口１０の上端は、より小さい直径を有する。最初の位置である非作動位置
では、各チューブ２の上端が貫通開口１０の上端に押し込まれる。各押しボタン６は、チ
ューブ２の上端の内径よりわずかに大きい外径を有しており、前記チューブ２の上端は、
貫通開口１０の上端の、より小さな直径を有する部分３１内に配置される。
　押しボタン６が作動されると、押しボタン６は、貫通開口１０内でチューブ２を下方に
押圧する。チューブの上端がより小さい直径を有する貫通開口１０の部分３１を離れたと
き、チューブ２は外側に撓む。より小さな直径を有する貫通開口２の部分３１の距離は、
ストップリング２２とチューブ２の下縁との間の間隔に対応する。チューブ２が、小さい
径を有する貫通開口１０の部分３１を通過した後では、それぞれの押しボタン６の外径は
、チューブ２の外径よりもやや小さくなる。この構成により、チューブ２の上端が、小さ
い径を有する貫通開口１０の部分３１を離れて外側に撓むとともに、ストップリング２２
が貫通開口１０の下端の縁２３に当接するまで、押しボタン６は、チューブ２を下側に押
すことになる。ストップリング２２が縁２３に当接した後は、押しボタン６は、チューブ
２の内部を下方に移動し続けるが、チューブ２は停止したままである。
【００２４】
　最初にチューブ２を押し下げ、次に押しボタン６をチューブ２の内部で続けるための、
押しボタン６とそれぞれのチューブ２との間の配置については、上記とは異なる方法で達
成できることは当業者なら理解するであろう。
　別の実施形態では、押しボタンはシリンジ（syringe）のような形状であり、その下部
の外径はチューブの外径よりも大きく、チューブのストップリングが貫通開口の下縁に当
接するまで、チューブを下方に押し続ける。「シリンジ」の第２の部分は、第１の部分に
対して軸方向に移動可能に配置され、チューブ内に下降する。この場合、貫通開口の直径
を上端において小さくする必要はない。
　さらに別の実施形態では、チューブ２はその全長にわたって同じ内径を有する。そのた
め、膜がチューブ２の上端部に配置される。この膜を破壊するのに必要な力は、下部箔４
を破壊するのに必要な力より大きい。
　押しボタン６が作動された場合には、押しボタン６は、まず、チューブ２をマガジン１
の内側に押しながら、膜を破断することなく押す。それによって、押しボタン６の尖った
下端１５は、下部箔４を破断する。チューブ２の下降動作が、ストップリング２２によっ
て止まった時に、押しボタン６の尖った下端は膜を破り、チューブ２の内側への下降動作
を継続する。
【００２５】
　複数の用量の添加物を放出するには、所望の用量に対応する数の押しボタン６を押し下
げればよい。
【００２６】
　押しボタン５は、対応するチューブ２内の添加物が放出された後も下降した位置に留ま
る。これによりマガジン１内にどれだけの線量が残っているかを容易に確認することがで
きる。非作動位置の押しボタン６の数だけをカウントするだけでよい。
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【００２７】
　図６及び図７の実施形態では、多重添加装置は、マガジン１を備え、該マガジン１には
リング状の作動部２４が取り付けられている。
　作動部２４は、押しボタン２６と、作動部２４の保護カバー２５用の中央支持体２７と
を有する。作動部２４の各押しボタン２６の軸方向の長さは、前述の実施形態と比べて比
較的短い。前述した作動部５の場合と同様に、中央支持体２７は、いくつかの実施形態で
は、流体の供給のためのチューブの形態を有する。
　チューブの形態を有するような支持体２７は、チューブを有さないマガジン１の貫通開
口１０の上の位置に配置される。いくつかの実施形態では、支持体は存在せず、流体を搬
送するためのパイプが、チューブを持たないマガジンの貫通開口１０に直接挿入される。
【００２８】
　図６及び図７の実施形態は、重力によって放出される添加物を目的としている。添加物
の粒径や油っぽさ等のコンシステンシー、及び、チューブ２の内径や断面形状などの特性
によっては、チューブ２から添加物を放出するには重力は十分ではない可能性がある。前
述の実施形態で、比較的長い押しボタン６を有するものは、そのような添加物に使用する
ことが意図されている。
【００２９】
　また、図６及び図７の実施形態では、押しボタン２６は尖った下端を有しており、マガ
ジン１の上部箔３を貫通している。したがって、押しボタン２６が作動されると、押しボ
タン２６は、上部箔３を貫通して、その下に設置されたチューブ２を押し、チューブ２は
マガジン１の下部箔４を貫通する。
　チューブ２は、ストップリング２２が貫通開口１０の縁２３に当接するまで、下方に押
される。次に、チューブ２内の添加物は重力によって放出される。この実施形態の押しボ
タン２６は、対応するチューブ２を通って完全に通り抜けるようには意図されていない。
【００３０】
　チューブを有しない中央貫通開口を有するマガジン１又はチューブの形態の支持体７，
２７が使用されるマガジン１については、添加物の放出後又は放出の前に、温かい又は冷
たい流体が、チューブの形態の前記開口又は支持体７，２７を介してボトル１９へ放出さ
れる。
　それから、パイプが貫通開口に挿入され、上部、下部箔３，４を貫通する。次に、流体
は、パイプを介してボトル１９に供給される。
　適切な工具を用いて貫通開口の両端で上部、下部箔３，４を破断し、次に貫通開口を介
して流体をボトル１９内に導くことも可能である。乳児用調製粉乳、コーヒー、紅茶又は
任意の他の添加物に関連して、温かい又は冷たい流体は、例えば、チューブを有さない中
心貫通開口を介して提供することができる。
【００３１】
　添加物が放出されると、アダプタ１７及び多重添加装置がボトル１９から取り外される
。アダプタ１７は再使用してもよい。
【００３２】
　上記したように、本発明による多重添加装置のマガジンは、異なる種類の添加物に使用
することができる。図８には、コーヒー製造機２８が示されている。コーヒー製造機２８
は、自動抽出機の一例としてのみ示されている。マガジン２９は、前述のマガジンに対応
しており、コーヒー製造機２８内に配置される。この場合、自動抽出機は、多重添加装置
の作動部を形成する。このように、自動抽出機は、マガジン１の上部箔３を破り、チュー
ブ２を下方に押してマガジンの下部箔４を破損させる手段を有する。上部箔３を破り、チ
ューブ２を下方に押すための手段は、自動抽出機によって制御されるか、又は使用者によ
って手動で制御される。図５の実施形態に対応するやり方で、アダプタ１７はマガジン１
の下端とボトル１９の上端との間に配置される。温水などの流体は、自動抽出機２８のパ
イプ３２によってボトル１９に直接分配されてもよい。パイプ３２は、チューブを有さな
いマガジン１の中央貫通開口１０に収容される。マガジン１の上部、下部箔３，４は、パ
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具で破り、次いで貫通開口１０を介して流体をボトル１９内に導くことも可能である。流
体への添加物の供給は、マガジン１の１又は複数のチューブ２から、流体の前又は後のい
ずれかに、あるいは流体と同時になされる。流体及び添加物の供給の順序は、添加物及び
流体の種類に依存する。この種類の抽出については、コーヒー又は紅茶以外の添加物に使
用できることを当業者なら理解するであろう。
【００３３】
　自動抽出機では、チューブ２を介して直接水を供給してもよい。そのため、水を供給す
るためのパイプによって、あるいは、１又は複数の針のような尖った別部材によって、マ
ガジンの上部箔３を破断することができる。チューブ２の動きは、水圧によって達成され
る。該水圧によって、チューブ２の尖った下端１４が下部箔４を破断する。チューブ２の
底部には、コーヒーなどの添加物が放出されるのを防ぐため、ふるい（sieve）を配置す
ることができる。チューブ２の動きは、ストップリング２２と貫通開口１０の縁２３との
協働によって停止される。下端にふるい（sieve）を有するチューブ２は、主にコーヒー
又は紅茶を対象とする。
【００３４】
　作動部５及びアダプタ１７は、再利用してもよい。したがって、消費者は、前のマガジ
ン１が空になったときに、充填されたチューブ２を有するマガジン１を購入すれば十分で
ある。
【００３５】
　マガジン１は、装着された作動部５，２４とともにスタンドに固定されてもよく、この
場合、哺乳瓶などのボトルを直接マガジン１の下に保持することで十分である。そのよう
なスタンドとして多くの異なる設計があることを当業者なら理解するであろう。マガジン
１及び作動部５，２４は、ねじ又はスナップ留めなどの任意の適切な方法でスタンドに取
り付けることができる。
【図１】 【図２】



(10) JP 6659706 B2 2020.3.4

【図３】 【図４】
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